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解析対象とした発明

革新的な発明は話題性はあるものの、その内容を理解するために特定

 の技術分野の専門的な知識を必要とする場合が多いものです。

今回はＴＲＩＺの初心者にとってわかりやすい実践的な資料を提供すると

 いった観点から、革新的な発明というよりは、むしろ解決策自体がわかり

 やすい発明を解析の対象としました。

ノーベル賞受賞やその他の展覧会等での受賞したような革新的な発
明に限らず、特許公報に記載された発明が理想性が高く、対立矛盾
が解消されていると解析者が判断した発明について、特許査定の有
無にかかわらず解析の対象（公開特許公報、特許公報等）とした。



特許公報と発明解析との関係

特許出願時に提出する特許明細書の内容は、発明者の意思とは無関

 係に、特許法の求めに応じて、またはノウハウ的な事項は開示したくない

 という出願人の意思に基づいて、その発明が完成した状況とは異なる内

 容の記載がなされることが多いものです。
したがって、特許明細書の内容が公開されている特許公報から、発明

 者の思考プロセスをその事実どおりに読み取ることは実際には難しいこ

 とといえます。

私たちは、それを承知の上で、特許法の知識とＴＲＩＺの知識を使うこと

 により、発明者の思考プロセスに迫ってみることにしました。

具体的には、特許公報の記載に基づいて、発明者が辿ったであろう思

 考プロセスを推測した結果を「発明解析シート」にまとめることとしました。



今回の発明解析の特徴

１．解析対象
（１）日用雑貨品からノーベル賞級の発明まで、種々の発明レベルのものが対象
（２）機械、建築、電気、電子、情報技術、食品、バイオ・テクノロジー他、幅広い

 技術分野の発明が対象
２．解析ツール
（１）原則として、すべての技術分野について

ダレル・マン等の「新版矛盾マトリックス2003」に記載されている「48×48
のマトリックス」と「４０の発明原理」を適用

（２）化学分野について
原則として、Ｊａｃｋ

 
Ｈｉｐｐｌｅの「４０

 
Ｉｎｖｅｎｔｉｖｅ

 
Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ

 
ｗｉｔｈ

Ｅｘａｍｐｌｅｓ

 
ｆｏｒ

 
Ｃｈｅｍｉｃａｌ

 
Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ」を適用

（３）情報技術・ソフトウェア分野について
Ｕｍａｋａｎｔ

 
Ｍｉｓｈｒａの「ＩＴ技術のためのＴＲＩＺ発明原理」も活用



技術的矛盾による解析結果の表現
 「新版矛盾ﾏﾄﾘｯｸｽ2003」、ﾀﾞﾚﾙ･ﾏﾝ他著、（株）創造開発ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ発行

①

 

発明者が改良しようとしたのは何か？

②

 

先行技術においてその改良を妨げていたのは何か？

④

 

最良の実施の形態で表現された解決手段は何か？

③

 

発明を完成するために使った発明原理は何か？

改良パラメータ

悪化パラメータ

矛盾ﾏﾄﾘｯｸｽが推奨する発明原理

解決ｺﾝｾﾌﾟﾄの具体例

⑤

 

解決手段に対応する請求項の記載内容は？ 代表的な請求項

従来技術の代表図 発明の代表図
特許公報

（対応箇所の明示）



特許公報に記載されている発明

従来技術（背景技術）

従来技術の欠点

課題（発明の目的）

解決手段（発明の構成）

新たな効果（発明の効果）

【明細書】

【発明の属する技術分野】
【従来の技術】

【発明が解決しようとする課題】

【課題を解決するための手段】
【発明の実施の形態】
【実施例】

【産業上の利用可能性】
【発明の効果】

【特許請求の範囲】

【請求項１】
【請求項２】
【請求項３】
・・・・・
・・・・・
・・・・・

発明の思考プロセス



（ｃ）２００８

 

ｋｉｍｉｈｉｋｏ

 

ｈａｓｅｇａｗａ（ｃ）２００８

 

ｋｉｍｉｈｉｋｏ

 

ｈａｓｅｇａｗａ（ｃ）２００８

 

ｋｉｍｉｈｉｋｏ

 

ｈａｓｅｇａｗａ

発明の書誌を抽出する
公報番号

代表図面

発明の名称

筆頭分類



（ｃ）２００８

 

ｋｉｍｉｈｉｋｏ

 

ｈａｓｅｇａｗａ

相反する機能を読み取る

技術的矛盾と

 
対応する記載

 
を見つける。

発明の課題に

 
対応する記載

 
を見つける。



（ｃ）２００８

 

ｋｉｍｉｈｉｋｏ

 

ｈａｓｅｇａｗａ

発明の解決策を読み取る

解決ｺﾝｾﾌﾟﾄと

 
対応する記載を

 
見つける。



発明解析の事例

発明の名称 公報番号 筆頭分類 Ａ47Ｌ5/14 作成日 2007.02.27 作成者 長谷川公彦

発明原理

解決ｺﾝｾﾌﾟﾄ

請求の範囲

背景技術

（従来技術）

技術的矛盾

発明の課題

パラメータ

17：もう一つの次元 13：逆発想　○

10：先取り作用

【請求項１】下部に輪が設けられ、掃除面の異物を吸い込む吸込ポートを有するロボット掃除機本体と、前記吸込ポートを通して吸

い込まれた空気から異物を除去した後、綺麗な空気を前記吸込ポートに隣接した空気噴射口に再噴射して掃除面の異物を飛散

させる空気循環メカニズムと、前記空気噴射口から噴射された空気圧により飛散された異物が外部に外れることを防止するよう前

記掃除面と前記本体との間をシーリングするシーリング部材とを備えることを特徴とするロボット掃除機。

(１)吸込ポート２３を通して吸い込まれた空気を吸込ポート２３に隣接した空気噴射口２５に再噴射して掃除面の異物を飛散させる。

(２)空気噴射口２５から噴射された空気圧により飛散された異物が外部に外れることを防止するよう掃除面と掃除機本体２０との間

にシーリング部材（弾性体）４０を設ける。(３)吸入ポート２３にはモータ２６により回転しつつ掃除面の埃などを掃き出す回転ブラシ２

７を設ける。

３：局所的性質　○ 30：柔軟な殻と薄膜　○

３：局所的性質　○

１：分割の原理

31：多孔質材料　○

19：応力／圧力 32：適応性／汎用性 ７：移動物体の体積

15：ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ化　○ 35：ﾊﾟﾗﾒｰﾀの変更 35：ﾊﾟﾗﾒｰﾀの変更

【構成】距離センサを通して掃除区域内に設けられた器具や事務用品、壁などの障害物までの距離を判別し、これによりロボット

掃除機の左輪モータと右輪モータを選択的に駆動させることにより、自ら方向を転換して行きながら掃除区域を掃除する。掃除機

本体１０の内部には吸引力を発生させる駆動モータと異物回収箱およびフィルタが設けられており、駆動モータの吸引力は掃除

機本体１０の下部に設けられる吸引ポート１５に伝達されることにより、掃除面上の埃などの異物が吸引力により吸引ポート１５に引

き込まれて除去される。

掃除面の異物を掃き出した後、異物の飛散を防止しつつ効率よく除去できるようにする。

背景技術の概略図

改良パラメータ 悪化パラメータ 改良パラメータ

36：相変化 37：熱膨張

発明解析シート（技術的矛盾編）
ロボット掃除機 特開2003-310489

吸引力だけに頼ると（吸引力を大きくしても）、カーペットなどに

くっついている異物を完璧に掃除できない。

本体を小さくしようとすると、埃などの異物の吸引力が足りなくな

る。

解決コンセプトの原理図

【問題点】吸引ポートにかかる吸引力だけでは、カーペットなどにくっついている異物を完璧に掃除できない。

技術的矛盾１ 技術的矛盾２

悪化パラメータ

19：応力／圧力

９：先取り反作用　○

40：複合材料

２０：掃除機本体

２３：吸込ポート

２５：空気噴射口

２６：モータ

２７：回転ブラシ

３１：循環ポンプ

３３：空気吸込管

３５：フィルタ

３７：空気噴射管

４０：シーリング部材

１０：掃除機本体、１１：駆動輪、１２：従動輪、

１３：アンテナ、１４：距離センサ、１５：吸入ポート



「発明解析シート」＋「解析メモ」

解析者の解析の観点の違いによって、同じ
特許公報に記載されている発明であっても、
異なる解析結果が出ることがあります。

そこで、解析者がどのような観点に基づい
て、その発明を解析したのかについての説明
を「解析メモ」として残すこととしました。

また、異なる観点による解析結果があっても
よいとの判断から、特定の特許公報について
「発明解析シート」や「解析メモ」が複数存在す
るものがあります。

発明の名称 公報番号 筆頭分類 Ｃ30Ｂ25/14 作成日 2008.04.29 作成者 長谷川公彦半導体結晶膜の成長方法 特許2628404号

反応ガスを広範囲に噴射しようとすると、半導体結晶膜の組成が安定
しない。

反応ガスを広範囲に噴射しようとすると、装置が複雑になる。

解決コンセプトの原理図

【問題点】１．反応ガスの流速を2m/sec以上に速くしないと、GaNを成長できない。サファイヤ基板の表面にGaNを成長させると、半導体結

晶膜の面積も、約5mmφ～10mmφとなって非常に小さいものしか得られない。

２．MOCVDのような大気圧中で結晶成長を行う手法は、アンモニアガスを水素等のキャリアガスと共に基板に垂直に吹き付けたとしても、

加熱された基板による激しい熱対流の

技術的矛盾１ 技術的矛盾２

背景技術の概略図

改良パラメータ 悪化パラメータ 改良パラメータ

　 17：もう一つの次元　　○

悪化パラメータ

45：システムの複雑さ

12：等ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ

基板表面に大面積の半導体結晶膜を高い歩留で成長できる半導体結晶膜の成長方法を提供する。

１．分割　　○

６．汎用性

４４：生産性

10：先取り作用

44：生産性 21：物体の構成の安定性

21：仲介 35：ﾊﾟﾗﾒｰﾀの変更

３：局所的性質　　○

【請求項１】加熱された基板の表面に、基板に対して平行ないし傾斜する方向と、基板に対して実質的に垂直な方向からガスを供給して、

加熱された基板の表面に半導体結晶膜を成長させる方法において、基板の表面に平行ないし傾斜する方向には反応ガスを供給し、基板

の表面に対して実質的に垂直な方向には、反応ガスを含まない不活性ガスの押圧ガスを供給し、不活性ガスである押圧ガスが、基板の表

面に平行ないし傾斜する方向に供給される反応ガスを基板表面に吹き付ける方向に方向を変更させて、半導体結晶膜を成長させることを

特徴とする半導体結晶膜

（１Ａ、３Ｃ、３９Ａ、１７Ｄ）第２図に示す半導体結晶膜の成長装置は、GaN、AlN、InNあるいはこれ等の混晶のエピタキシャル膜
を、MOCVD法で成長させる装置であって、反応容器６と、サセプター４と、ヒータ７と、反応ガス噴射管２と、副噴射管３とを備え

ている。反応ガス噴射管２は、サセプター４の上に載せられた斜して気密に貫通して固定されている。反応ガス噴射管２は、先

端を基板１の近傍まで延長している。反応ガス噴射管２は、水素と、アンモニアガスと、トリメチルガリウム（TMG）または、トリメ

チルアルミニウム（TMA

39：不活性雰囲気　　○ 12：等ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ 28：ﾒｶﾆｽﾞﾑの代替

25：ｾﾙﾌｻｰﾋﾞｽ 31：多孔質材料

４：非対称

請求の範囲

背景技術

（従来技術）

技術的矛盾

発明の課題

パラメータ

発明原理

解決ｺﾝｾﾌﾟﾄ

の具体化

【構成】１．Ga源として、トリメチルガリウム（TMG）、Ｎ源としてアンモニア（NH3 ）を、H2 をキャリアーとして、内径が約5mmφ～10mmφの細

い反応ガス噴射管２でもって、基板１上部のすぐ近くに噴射される。反応ガスの流速は、2m/sec以上の高速流として、基板に吹き付けられ

る。このようにして成長時間30分～60分間で約２～５μｍぐらいのGaNをサファィア基板の上に成長できる。

27：高価な長寿命より安価な

　１：基板

　２：反応ガス噴射管

　３：副噴射管

　４：サセプター

　５：シャフト

　６：反応容器

　７：ヒータ

　８：排気口

１２：放射温度計

１：基板

２：反応ガス噴射管

４：サセプター

６：反応容器

７：ヒータ

発明の名称 公報番号 筆頭分類 Ｃ30Ｂ25/14 作成日 2008.04.29 作成者 長谷川公彦

解析メモ１／２
半導体結晶膜の成長方法 特許2628404号

技術的矛盾

◆技術的矛盾１の定義

「大面積の半導体結晶膜を得るために、」（改良機能）

「反応ガスを広範囲に噴射しようとすると、」（改良手段）

「半導体結晶膜の組成が安定しない。」（悪化機能）

◆技術的矛盾から対立パラメータへの変換（「新版矛盾マトリックス２００３」を使用）

「半導体結晶膜の生産性（４４）を上げようとすると、」（改良パラメータ）

「半導体結晶膜の組成が安定しない（２１：物体の構成の安定性が保てない）。」（悪化パラメータ）

◆特許公報の記載

【発明が解決しようとする課題】

この方法で半導体結晶膜を基板上に成長させるには、反応ガスの流速を速くする必要がある。

それは、反応ガスの流速を2m/sec以上に速くしないと、GaNを成長できないことが理由である。

・・・この状態で、サファイヤ基板の表面にGaNを成長させると、半導体結晶膜の面積も、約5mmφ

～10mmφとなって非常に小さいものしか得られない。

・・・つまり、MOCVDのような大気圧中で結晶成長を行う手法は、アンモニアガスを水素等のキャ

リアガスと共に基板に垂直に吹き付けたとし

発明原理、

解決コンセプト

◆対立パラメータから発明原理の参照（「新版矛盾マトリックス２００３」を使用）

改良：４４×悪化：２１→（２４，３５，３，４，３９，１２，２５）

（局所的性質）３Ｃ．システムの各部分を局所的に最適化された状態で機能できるようにする。

（不活性雰囲気）３９Ａ．通常の環境（雰囲気）を不活性なものに取り替える。

◆解決コンセプト

不活性ガスである押圧ガス（３９：不活性雰囲気）が、基板の表面に平行ないし傾斜する方向に供給され

る反応ガスを基板表面に吹き付ける方向に方向を変更させる（３：局所的性質）。

◆特許公報の記載

【実施例】

・・・第２図に示す半導体結晶膜の成長装置は、GaN、AlN、InNあるいはこれ等の混晶のエピタキ

シャル膜を、MOCVD法で成長させる装置であって、反応容器６と、サセプター４と、ヒータ７と、反

応ガス噴射管２と、副噴射管３とを備えている。

・・・反応ガス噴射管２は、サセプター４の上に載せられた基板１の上面に、反応ガスを噴射する。

したがって、反応ガス噴射管２は、反応容器６を、水平ないしは多少傾斜して気密に貫通して固

定されている。反応ガス噴射管２は、先端を基板１の近傍まで延長している

請求の範囲

上記解決コンセプトと請求項１の記載の一部が符合している。

技術的矛盾２で提示される「発明原理１７：もう一つの次元」が加わると、請求項１の記載と符合する。

◆特許公報の記載

【請求項１】

加熱された基板の表面に、基板に対して平行ないし傾斜する方向と、基板に対して実質的に垂

直な方向からガスを供給して、加熱された基板の表面に半導体結晶膜を成長させる方法におい

て、基板の表面に平行ないし傾斜する方向には反応ガスを供給し、基板の表面に対して実質的

に垂直な方向には、反応ガスを含まない不活性ガスの押圧ガスを供給し、不活性ガスである押

圧ガスが、基板の表面に平行ないし傾斜する方向に供給される反応ガスを基板表面に吹き付け

る方向に方向を変更させて、半導体結晶膜を成長させることを特

「発明解析シート」

「解析メモ」



発明解析シートの見方

発明の名称 公報番号 筆頭分類 作成日 作成者

発明原理

解決ｺﾝｾﾌﾟﾄの

具体化

請求の範囲

背景技術

（従来技術）

技術的矛盾

発明の課題

パラメータ

【請求項　　】

【構成】 背景技術の概略図

改良パラメータ 悪化パラメータ 改良パラメータ

発明解析シート（技術的矛盾編）

解決コンセプトの原理図

【問題点】

技術的矛盾１ 技術的矛盾２

悪化パラメータ

改良パラメータ 悪化パラメータ

矛盾ﾏﾄﾘｯｸｽが推奨する発明原理

解決ｺﾝｾﾌﾟﾄの具体例

代表的な請求項

従来技術の代表図

発明の代表図

従来技術の構成

従来技術の問題点

技術的矛盾１ 技術的矛盾２

改良パラメータ 悪化パラメータ

矛盾ﾏﾄﾘｯｸｽが推奨する発明原理



解析メモの見方

発明の名称 公報番号 筆頭分類 作成日 作成者

発明原理、

解決コンセプト

◆対立パラメータから発明原理の参照（「新版矛盾マトリックス２００３」を使用）

◆解決コンセプト

◆特許公報の記載

請求の範囲

◆特許公報の記載

解析メモ１／２

技術的矛盾

◆技術的矛盾１の定義

◆技術的矛盾から対立パラメータへの変換（「新版矛盾マトリックス２００３」を使用）

◆特許公報の記載

技術的矛盾の定義を導出した根拠

技術的矛盾から考えられる対立パラメータ

定義した技術的矛盾についての
根拠となる特許公報中の記載内容

対立パラメータから提示される発明原理

１つ又は複数の発明原理から
暗示される解決コンセプト

解決コンセプトと請求項との
一致度合いについての説明

解決コンセプトについての
根拠となる特許公報中の記載内容

解決コンセプトと符合する
特許公報中の請求項の記載内容



「解析メモ」の効用

特許公報の読み方と発明解析の要領がわかっていると、「発明解

 析シート」だけなら比較的簡単に作成できます。

しかし、

 
「発明解析シート」と「解析メモ」

 
の両方を作成しようとする

 と、「発明解析シート」と「解析メモ」との整合性を持たせるのに時間

 を掛けざるを得ません。

「解析メモ」を添付するようにしたことで、「発明解析シート」の解析

 精度が向上することになりました。
また、他人が解析した「発明解析シート」をチェックする際に、いち

 いち特許公報の原文に当たらなくてもよいことになり、チェック作業

 が比較的容易になりました。



「発明解析ｼｰﾄ」と「発明提案ｼｰﾄ」の統一

自社独自の「ナレッジ・データベース」が自動的に構築できる

１．先行技術の構成と問題点
２．発明の課題（目的）
３．出願時の技術を適用した際の対立矛盾
４．対立矛盾を解消する発明原理
５．発明原理を利用した解決コンセプト
６．特許請求の範囲

発明の概要図

先行技術の概要図

発明の名称 公報番号 筆頭分類 Ａ47Ｌ5/14 作成日 2007.02.27 作成者 長谷川公彦

35：ﾊﾟﾗﾒｰﾀの変更

７：移動物体の体積

発明原理

解決ｺﾝｾﾌﾟﾄ

の具体化

17：もう一つの次元　○ 13：逆発想　○ ３：局所的性質　○

19：応力／圧力 32：適応性／汎用性

15：ダイナミックス

請求の範囲

背景技術

（従来技術）

技術的矛盾

発明の課題

パラメータ

10：先取り作用　○

【請求項１】下部に輪が設けられ、掃除面の異物を吸い込む吸込ポートを有するロボット掃除機本体と、前記吸込ポートを通して吸い込まれ

た空気から異物を除去した後、綺麗な空気を前記吸込ポートに隣接した空気噴射口に再噴射して掃除面の異物を飛散させる空気循環メカ
ニズムと、前記空気噴射口から噴射された空気圧により飛散された異物が外部に外れることを防止するよう前記掃除面と前記本体との間を
シーリングするシーリング部材とを備えることを特徴とするロボット掃除機。

(１３Ａ、１７Ｄ)吸込ポート２３を通して吸い込まれた空気を吸込ポート２３に隣接した空気噴射口２５に再噴射して掃除面の異物を

飛散させる、空気循環メカニズムを採用する。
(３Ａ、３０Ａ)空気噴射口２５から噴射された空気圧により飛散された異物が外部に外れることを防止するよう掃除面と掃除機本体
２０との間にシーリング部材（弾性体）４０を設ける。

３：局所的性質　○ 30：柔軟な殻と薄膜　○ １：分割の原理

31：多孔質材料 37：熱膨張

35：ﾊﾟﾗﾒｰﾀの変更

【構成】距離センサを通して掃除区域内に設けられた器具や事務用品、壁などの障害物までの距離を判別し、これによりロボット掃除機の左

輪モータと右輪モータを選択的に駆動させることにより、自ら方向を転換して行きながら掃除区域を掃除する。掃除機本体１０の内部には吸
引力を発生させる駆動モータと異物回収箱およびフィルタが設けられており、駆動モータの吸引力は掃除機本体１０の下部に設けられる吸
引ポート１５に伝達されることにより、掃除面上の埃などの異物が吸引力により吸引ポート１５に引き込まれて除去される。

掃除面の異物を掃き出した後、異物の飛散を防止しつつ効率よく除去できるようにする。

背景技術の概略図

改良パラメータ 悪化パラメータ 改良パラメータ

36：相変化

発明解析シート（技術的矛盾編）
ロボット掃除機 特開2003-310489号

吸引力だけに頼ると（吸引力を大きくしても）、カーペットなどにくっつ
いている異物を完璧に掃除できない。

本体を小さくしようとすると、埃などの異物の吸引力が足りなくなる。

解決コンセプトの原理図

【問題点】吸引ポートにかかる吸引力だけでは、カーペットなどにくっついている異物を完璧に掃除できない。

技術的矛盾１ 技術的矛盾２

悪化パラメータ

19：応力／圧力

９：先取り反作用

40：複合材料

２０：掃除機本体

２３：吸込ポート

２５：空気噴射口

２６：モータ

２７：回転ブラシ

３１：循環ポンプ

３３：空気吸込管

３５：フィルタ

３７：空気噴射管

４０：シーリング部材

１０：掃除機本体、１１：駆動輪、１２：従動輪、

１３：アンテナ、１４：距離センサ、１５：吸入ポート

発明解析シート
発明の名称 公報番号 筆頭分類 B65D77/38 作成日 2007.07.18 作成者 長谷川公彦

９：先取り反作用　○

２５：ｾﾙﾌｻｰﾋﾞｽ

発明解析シート（技術的矛盾編）
容器 特公平3-43152号

充填物を取り出すために蓋を開けようとすると、その際の外力が充填
物に働いて充填物が外に飛び出してしまう。

密閉性を維持するに十分な接着力を得ようとすると、蓋を容器本体
から引き剥がすのに大きな力が必要となる。

解決コンセプトの原理図

【問題点】開封するために蓋を開けば、その中の充填物が外に飛び出してこぼれてしまうことが多かった。

技術的矛盾１ 技術的矛盾２

【構成】コーヒ用ミルクなどの液状物や粉状物などの充填物が充填される容器として、上部に開口部を有して、その中に充填物が充填される

容器本体とその容器本体の開口部を密閉するための蓋とからなるものがあった（たとえば、実開昭６２－１２７９６４号公報を参照）。

容器の中に充填された充填物が開封する際に外に飛び出したりこぼれたりしにくい、容器を提供する。

背景技術の概略図

悪化パラメータ 改良パラメータ

２４：仲介

悪化パラメータ

３：局所的性質　○

【請求項１】その上端に開口部を有してその中に充物が充填される容器本体と前記容器本体の前記開口部を密封するための蓋とを備えた
容器であって、前記容器本体の底は復元力を有し外側に湾曲した湾曲部を含み、前記湾曲部を内側に変形した状態で前記容器本体の前
記開口部が前記蓋で密封され、前記湾曲部の復元力によってその内部が減圧状態にされた、容器。

(９Ｂ、３５Ｅ、１４Ａ、３Ｃ)容器本体１２の中に充填物２５を充填した後、復元力を有する湾曲部１４ａを内側に変形して容器本体１２内の体積を
減らした状態で容器本体１２の開口部１２を密封することで、底１４の湾曲部１４ａの復元力によって、その内部を減圧状態にする。

１５：力／トルク

２４：仲介

１１：事前保護 １４：曲面　○２：分離

３３：均質性

請求の範囲

背景技術
（従来技術）

技術的矛盾

発明の課題

パラメータ
改良パラメータ

４０：複合材料

２０：強度

発明原理

解決ｺﾝｾﾌﾟﾄ
の具体化

３５：ﾊﾟﾗﾒｰﾀの変更　○

３５：ﾊﾟﾗﾒｰﾀの変更　○

１４：速度 ３５：信頼性／ロバスト性

４０：複合材料

２８：ﾒｶﾆｽﾞﾑの代替

１２：容器本体、１２ａ：開口部

１４：底、１４ａ：湾曲部

１６：胴部、１８：つば部、２２：蓋

３８：ボルト、３８ａ：頭部

実開昭６２－１２７９６４号公報

「易開封性容器」

２：フランジ部

５：非打ち抜き部

６：打ち抜き部

８：外側部

発明提案シート

統
一
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト



ナレッジ・データベースの自動構築

同期

参照

データ入力

ナレッジ・データベースの構築

知的財産

解決策評価

問題解決

問題定義

発明創出

問題発見

見本（記入済みｼｰﾄ）

発明創出ｼｰﾄ
（新しい見本）

ワークシート

参照

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

解説

発明の名称 公報番号 筆頭分類 B65D77/38 作成日 2007.07.18 作成者 長谷川公彦

９：先取り反作用　○

２５：ｾﾙﾌｻｰﾋﾞｽ

発明解析シート（技術的矛盾編）
容器 特公平3-43152号

充填物を取り出すために蓋を開けようとすると、その際の外力が充填

物に働いて充填物が外に飛び出してしまう。

密閉性を維持するに十分な接着力を得ようとすると、蓋を容器本体

から引き剥がすのに大きな力が必要となる。

解決コンセプトの原理図

【問題点】開封するために蓋を開けば、その中の充填物が外に飛び出してこぼれてしまうことが多かった。

技術的矛盾１ 技術的矛盾２

【構成】コーヒ用ミルクなどの液状物や粉状物などの充填物が充填される容器として、上部に開口部を有して、その中に充填物が充填される

容器本体とその容器本体の開口部を密閉するための蓋とからなるものがあった（たとえば、実開昭６２－１２７９６４号公報を参照）。

容器の中に充填された充填物が開封する際に外に飛び出したりこぼれたりしにくい、容器を提供する。

背景技術の概略図

悪化パラメータ 改良パラメータ

２４：仲介

悪化パラメータ

３：局所的性質　○

【請求項１】その上端に開口部を有してその中に充物が充填される容器本体と前記容器本体の前記開口部を密封するための蓋とを備えた

容器であって、前記容器本体の底は復元力を有し外側に湾曲した湾曲部を含み、前記湾曲部を内側に変形した状態で前記容器本体の前

記開口部が前記蓋で密封され、前記湾曲部の復元力によってその内部が減圧状態にされた、容器。

(９Ｂ、３５Ｅ、１４Ａ、３Ｃ)容器本体１２の中に充填物２５を充填した後、復元力を有する湾曲部１４ａを内側に変形して容器本体１２内の体積を
減らした状態で容器本体１２の開口部１２を密封することで、底１４の湾曲部１４ａの復元力によって、その内部を減圧状態にする。

１５：力／トルク

２４：仲介

１１：事前保護 １４：曲面　○２：分離

３３：均質性

請求の範囲

背景技術

（従来技術）

技術的矛盾

発明の課題

パラメータ
改良パラメータ

４０：複合材料

２０：強度

発明原理

解決ｺﾝｾﾌﾟﾄ

の具体化

３５：ﾊﾟﾗﾒｰﾀの変更　○

３５：ﾊﾟﾗﾒｰﾀの変更　○

１４：速度 ３５：信頼性／ロバスト性

４０：複合材料

２８：ﾒｶﾆｽﾞﾑの代替

１２：容器本体、１２ａ：開口部

１４：底、１４ａ：湾曲部

１６：胴部、１８：つば部、２２：蓋

３８：ボルト、３８ａ：頭部

実開昭６２－１２７９６４号公報

「易開封性容器」

２：フランジ部

５：非打ち抜き部

６：打ち抜き部

８：外側部

発明の名称 公報番号 筆頭分類 Ａ47Ｌ5/14 作成日 2007.02.27 作成者 長谷川公彦

35：ﾊﾟﾗﾒｰﾀの変更

７：移動物体の体積

発明原理

解決ｺﾝｾﾌﾟﾄ
の具体化

17：もう一つの次元　○ 13：逆発想　○ ３：局所的性質　○

19：応力／圧力 32：適応性／汎用性

15：ダイナミックス

請求の範囲

背景技術

（従来技術）

技術的矛盾

発明の課題

パラメータ

10：先取り作用　○

【請求項１】下部に輪が設けられ、掃除面の異物を吸い込む吸込ポートを有するロボット掃除機本体と、前記吸込ポートを通して吸い込まれ
た空気から異物を除去した後、綺麗な空気を前記吸込ポートに隣接した空気噴射口に再噴射して掃除面の異物を飛散させる空気循環メカ
ニズムと、前記空気噴射口から噴射された空気圧により飛散された異物が外部に外れることを防止するよう前記掃除面と前記本体との間を

シーリングするシーリング部材とを備えることを特徴とするロボット掃除機。

(１３Ａ、１７Ｄ)吸込ポート２３を通して吸い込まれた空気を吸込ポート２３に隣接した空気噴射口２５に再噴射して掃除面の異物を
飛散させる、空気循環メカニズムを採用する。
(３Ａ、３０Ａ)空気噴射口２５から噴射された空気圧により飛散された異物が外部に外れることを防止するよう掃除面と掃除機本体

２０との間にシーリング部材（弾性体）４０を設ける。

３：局所的性質　○ 30：柔軟な殻と薄膜　○ １：分割の原理

31：多孔質材料 37：熱膨張

35：ﾊﾟﾗﾒｰﾀの変更

【構成】距離センサを通して掃除区域内に設けられた器具や事務用品、壁などの障害物までの距離を判別し、これによりロボット掃除機の左
輪モータと右輪モータを選択的に駆動させることにより、自ら方向を転換して行きながら掃除区域を掃除する。掃除機本体１０の内部には吸

引力を発生させる駆動モータと異物回収箱およびフィルタが設けられており、駆動モータの吸引力は掃除機本体１０の下部に設けられる吸
引ポート１５に伝達されることにより、掃除面上の埃などの異物が吸引力により吸引ポート１５に引き込まれて除去される。

掃除面の異物を掃き出した後、異物の飛散を防止しつつ効率よく除去できるようにする。

背景技術の概略図

改良パラメータ 悪化パラメータ 改良パラメータ

36：相変化

発明解析シート（技術的矛盾編）
ロボット掃除機 特開2003-310489号

吸引力だけに頼ると（吸引力を大きくしても）、カーペットなどにくっつ
いている異物を完璧に掃除できない。

本体を小さくしようとすると、埃などの異物の吸引力が足りなくなる。

解決コンセプトの原理図

【問題点】吸引ポートにかかる吸引力だけでは、カーペットなどにくっついている異物を完璧に掃除できない。

技術的矛盾１ 技術的矛盾２

悪化パラメータ

19：応力／圧力

９：先取り反作用

40：複合材料

２０：掃除機本体
２３：吸込ポート

２５：空気噴射口

２６：モータ

２７：回転ブラシ
３１：循環ポンプ

３３：空気吸込管

３５：フィルタ

３７：空気噴射管

４０：シーリング部材

１０：掃除機本体、１１：駆動輪、１２：従動輪、
１３：アンテナ、１４：距離センサ、１５：吸入ポート

発明の名称 公報番号 筆頭分類 作成日 作成者

悪化パラメータ

発明解析シート（技術的矛盾編）

解決コンセプトの原理図

【問題点】

技術的矛盾１ 技術的矛盾２

【構成】 背景技術の概略図

改良パラメータ 悪化パラメータ 改良パラメータ

【請求項　　】

発明原理

解決ｺﾝｾﾌﾟﾄの
具体化

請求の範囲

背景技術
（従来技術）

技術的矛盾

発明の課題

パラメータ
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